
 

平成 30年度東京都農地中間管理事業実施状況に対する評価・意見 

令和元年６月 2６日 

東京都農地中間管理機構評価委員会 

視 点 現 状 評価・意見 

１ 東京都農地中間管理事業の推進体制及び

取組について 

（１）機構移管について 

 

 

 

 

（２）東京都農地中間管理機構の体制 

 

 

（３）市町村等の関係機関との連携体制 

 

 

○４月１日付けで東京都より農地中間管理機構に指定を受ける。

同日で、公益財団法人東京都農林水産振興財団より、機構業務

の移管をうける。 

これにより、農地に関する窓口が一本化となる。 

 

○機構の事業推進体制は、専任職員 2 名、兼任職員 2 名、計 4 名

で事業推進に携わっている。 

 

○東京都において事業が実施できる10市町村と業務委託契約を締

結した。 

○現地における事業の円滑な実施のため、現地対策会議を開催し

た。（八丈町 1回、三宅村 4回、大島町 3回、新島村 3回、神津

島村 1回、青梅市 6回） 

○事業の連携体制を強化するため、市町村、東京都等の関係機関

の事業担当者を参集した担当者会議を 3 回開催した。（5 月、8

月、2月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

移管に伴い今までの活動を承継しつつ、農業会

議の特色を生かした手法を、今後期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 東京都農地中間管理事業の実績について 

（１）啓発・広報活動 

 

 

（２）借受希望者の募集 

 

 

 

○1 0市町村に事業の相談窓口を設置し、農地所有者や担い手農業

者からの相談を受けられるようにした。 

 

○事業周知のためのパンフレットを作成し、各市町村相談窓口や

農業者に配布した（12,000枚）。 

○事業農地を掘り起こすため、農地所有者向けチラシを作成し、

 

農業者間のネットワークを確立し、出し手・担い手

に情報を集まるようにすることも必要である。 

 

農業者に事業周知のパンフレット配布は情報の共有

化として役立つと思われる。 

遊休地は、もとより遊休化しそうな農地などを把握



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）借受及び貸付（転貸）実績 

対象地域全戸に配布した。（27,400枚）（大島町、新島村、神

津島村、三宅村及び八丈町 8月・1月） 

○チラシ配布後相談のあった農地について、町村と農地所有者と

のヒアリングを含め、現地調査を実施した。 

○農地の担い手となる農業者等への事業説明及び意見交換を実施

した。（35回開催） 

○多摩地区（八王子市、青梅市、あきる野市、瑞穂町、日の出町）

での中間管理事業を開始するにあたり 5市町に事業推進の要請

をおこない、青梅市で事業実施するはこびとなった。借受者の

選定基準以外に公募での競合時に使用する優先順位を内規で定

めた。 

○農地の借受希望者を募集するため、インターネット公募を島し

ょ地域は通年実施し、青梅市においては、３０日間の公募を 3

回実施した。 

実績：借受希望者 17名、希望面積 12.82ha 

・通年 4月 1日～3月 31日 

大島町、新島村、神津島村、三宅村及び八丈町 

・青梅市第一回 10月 9日～11月 7日（富岡地区） 

・青梅市第二回 11月 30日～11月 29日（藤橋地区） 

・青梅市第三回 10月 1日～3月 31日（富岡地区） 

 

○借受希望者と貸付条件の交渉、農地のマッチングをおこなった。 

マッチング面積は、合計 113件、137,514㎡ 

する必要があるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実積には、前機構よりの移管による面積がふくまれ

ているところであるが、目標面積を超えたことや、

新たに多摩地区での結果が出たことは、この移管に

よる農業委員会との協力や新規就農相談事業等との

連携などの東京都農業会議の特色を活かした結果と

思われ充分に評価できる。 

 


